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年
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高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
リ
ス
ク
へ
の
認
識
と
辞
退
の
手
続
き
に
関
す
る
質
問
主
意
書

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
を
含
む
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
」
が
平

成
三
十
年
四
月
六
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
労
働
者
が
、
翌
年
度
に
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
か
ら
外
れ

た
い
と
希
望
し
た
場
合
は
、
上
司
へ
の
通
告
だ
け
で
、
必
ず
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
か
ら
外
れ
、
一
般
の
労
働
時

間
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
も
し
一
般
の
労
働
時
間
制
度
の
適
用
に
戻
る
た
め
に
何
ら
か

の
条
件
、
上
司
の
同
意
な
ど
が
必
要
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

二

一
週
間
契
約
の
有
期
労
働
者
に
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。
適
用
可
能
の
場

合
、
一
週
間
の
給
与
は
、
い
く
ら
以
上
で
す
か
。
ま
た
、
一
ヶ
月
契
約
の
有
期
労
働
者
に
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度

は
適
用
可
能
で
す
か
。
適
用
可
能
の
場
合
、
一
ヶ
月
の
給
与
は
い
く
ら
以
上
で
す
か
。

三

高
所
得
者
や
年
収
千
万
円
以
上
の
労
働
者
は
過
労
死
し
に
く
い
、
と
い
う
調
査
結
果
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
年
収
や
給

与
と
長
時
間
労
働
や
過
労
死
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
も
し
く
は
、
同
種
の
調
査
が
あ

一



る
こ
と
を
把
握
し
て
い
ま
す
か
。
そ
し
て
、
政
府
と
し
て
、
年
収
や
給
与
と
長
時
間
労
働
や
過
労
死
の
リ
ス
ク
に
ど
の
よ
う

な
相
関
関
係
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

四

年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
と
い
う
金
額
は
、
十
年
以
上
前
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
も
の
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の

「
平
均
年
収
の
三
倍
を
相
当
程
度
上
回
る
」
が
年
収
千
万
円
を
下
回
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

五

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
は
新
し
い
制
度
な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
主
体
に
、
ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
が
あ
る
の
か
、

ま
た
、
制
度
の
創
設
を
要
望
し
て
い
る
具
体
的
な
者
、
職
種
な
ど
に
つ
い
て
、
調
査
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
今
ま
で
に
そ

の
よ
う
な
調
査
は
行
っ
て
い
ま
す
か
。
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
を
お
教
え
下
さ
い
。
も
し
、
ま
だ
調
査
さ
れ

て
い
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

六

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
必
要
性
に
関
し
、
十
数
人
か
ら
意
見
を
聞
い
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
対
象
者
を

ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
定
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
業
種
の
方
々
で
す
か
。
意
見
の
聴
取
は
、
い
つ
、
何
人
ご
と

に
、
何
時
間
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
か
示
し
て
下
さ
い
。
も
し
示
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
恣
意
的
に

人
選
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
必
要
性
の
根
拠
と
そ
も
そ
も
な
り
得
な
い
の
で
は

な
い
で
す
か
。

二



七

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
制
度
で
、
海
外
に
も
同
様
の
事
例
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
り
ま

す
が
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
や
リ
ス
ク
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

八

将
来
的
に
、
政
府
は
、
裁
量
労
働
制
の
拡
大
を
図
る
た
め
の
労
働
基
準
法
改
正
案
を
国
会
に
提
出
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
が
、
年
収
要
件
を
引
き
下
げ
て
、
対
象
者
を
拡
大
す
る
改
正
を
、
こ
の
法
改
正
に
合
わ
せ
て
、
同
時
に
提
案
す
る
可
能
性

は
あ
り
ま
す
か
。
あ
る
い
は
全
く
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

九

二
〇
一
一
年
度
か
ら
二
〇
一
三
年
度
の
、
年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
（
ボ
ー
ナ
ス
含
む
）
で
脳
・
心
臓
疾
患
と
精
神
障
害

で
過
労
死
・
過
労
自
殺
（
未
遂
を
含
む
）
さ
れ
た
方
の
件
数
と
、
過
労
死
・
過
労
自
殺
（
未
遂
を
含
む
）
の
全
体
の
件
数
に

対
す
る
各
年
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
示
し
て
下
さ
い
。
あ
わ
せ
て
、
二
〇
一
四
年
度
か
ら
二
〇
一
六
年
度
の
、
年
収
千
七

十
五
万
円
以
上
（
ボ
ー
ナ
ス
含
む
）
で
脳
・
心
臓
疾
患
と
精
神
障
害
で
過
労
死
・
過
労
自
殺
（
未
遂
を
含
む
）
さ
れ
た
方
の

件
数
を
示
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
年
収
千
万
円
以
上
の
労
働
者
に
占
め
る
過
労
死
事
案
の
割
合
と
、
一
般
の
労
働
者
の
過
労

死
事
案
の
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
お
示
し
下
さ
い
。
そ
し
て
そ
の
割
合
は
、
ど
ち
ら
が
高
い
で
す
か
。

十

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
過
労
死
し
た
労
働
者
が
、
過
労
死
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
も
、
そ
の
事
案
が
あ
っ

た
こ
と
は
公
表
さ
れ
ま
す
か
。
も
し
公
表
さ
れ
な
け
れ
ば
、
高
プ
ロ
の
危
険
性
が
顕
在
化
せ
ず
、
国
民
が
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ

三



シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
是
非
を
判
断
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。

十
一

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
か
ら
通
常
の
労
働
者
に
戻
る
こ
と
を
申
し
出
た
労
働
者
は
、
不
利
益
と
な
る
取
り
扱

い
は
さ
れ
な
い
と
保
証
さ
れ
ま
す
か
。
年
収
が
減
額
さ
れ
た
り
、
契
約
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
り
し
ま
せ
ん
か
。
万
一
、
労
働

者
に
対
し
、
不
利
益
と
な
る
取
り
扱
い
や
対
応
を
し
た
場
合
、
当
該
使
用
者
に
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、

そ
れ
は
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

十
二

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
か
ら
、
自
ら
の
意
思
で
労
働
者
が
外
れ
た
い
と
望
め
ば
、
年
度
途
中
の
み
な
ら
ず
、

次
年
度
へ
切
り
替
わ
る
時
期
に
お
い
て
も
、
労
働
者
は
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
、
通
告
だ
け

で
、
必
ず
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
か
ら
外
れ
、
一
般
の
労
働
時
間
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
戻
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。
も
し
一
般
の
労
働
時
間
制
度
の
適
用
に
戻
る
た
め
に
何
ら
か
の
条
件
、
上
司
の
同
意
な
ど
が
必
要
な
ら
ば
、
ど

の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

十
三

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
、
健
康
管
理
時
間
、
年
収
、
実
際
の
労
働
時
間
、
医

師
の
面
談
を
受
け
た
人
数
等
の
実
態
は
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
で
す
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
労
働
者
の

実
態
は
、
企
業
ご
と
に
公
表
さ
れ
ま
す
か
。

四



十
四

精
神
障
害
の
業
務
起
因
性
判
断
の
た
め
の
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
の
復
命
日
か
ら
支
給
決
定
ま
で
の
平
均
的
な
期
間

は
、
ど
の
程
度
で
す
か
。
も
し
、
デ
ー
タ
が
な
け
れ
ば
、
新
宿
労
働
基
準
監
督
署
に
お
け
る
、
二
〇
一
七
年
一
月
か
ら
十
二

月
ま
で
に
過
労
死
で
労
災
の
保
険
の
支
給
決
定
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
件
数
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
復
命
書
の
復
命
日
と

支
給
決
定
の
日
ま
で
の
平
均
期
間
を
示
し
て
下
さ
い
。

右
質
問
す
る
。

五


